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衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
菅
�
人
内
閣
総
理
大
臣
が
自
身
の
出
処
進
退
に
つ
い
て
述
べ
た
本
年
六
月
二
日
の
発
言

に
対
す
る
説
明
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

「
辞
意
」
と
は
、
例
え
ば
、
「
辞
職
ま
た
は
辞
退
の
意
向
。
（
出
典

広
辞
苑
）
」
と
さ
れ
て
お
り
、
「
辞
意
表
明
」
と

は
、
一
般
に
、
辞
職
又
は
辞
退
の
意
向
を
表
明
す
る
こ
と
を
い
う
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

先
の
質
問
主
意
書
（
平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
二
日
提
出
質
問
第
二
六
七
号
）
四
の
質
問
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年

六
月
二
日
午
後
の
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
に
お
け
る
記
者
会
見
等
の
菅
内
閣
総
理
大
臣
の
発
言
全
体
の
文
脈
か
ら
明
確
に
な
っ

て
い
る
も
の
と
考
え
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
等
」
と
は
、
平
成
二
十
三
年
六
月
三
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
菅
�
人
内
閣
総
理
大

臣
は
、
同
委
員
会
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
記
者
会
見
に
お
け
る
発
言
と
同
旨
の
答
弁
を
行
っ
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

一



「
文
脈
」
と
は
、
例
え
ば
、
「
文
中
で
の
語
の
意
味
の
続
き
ぐ
あ
い
。
文
章
の
中
で
の
文
と
文
と
の
続
き
ぐ
あ
い
。
（
出

典

広
辞
苑
）
」
と
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
三
年
七
月
八
日
内
閣
衆
質
一
七
七
第
二
七
九
号
）
一
か
ら
三
ま
で
及
び

五
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
内
閣
衆
質
一
七
七
第
二
六
七
号
）
五
及
び
六
に
つ
い
て

で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
菅
内
閣
と
し
て
は
、
「
東
日
本
大
震
災
に
係
る
被
災
地
に
お
け
る
生
活
の
平
常
化
に
向

け
た
当
面
の
取
組
方
針
」
（
平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
日
平
成
二
十
三
年
（
二
千
十
一
年
）
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
緊
急

災
害
対
策
本
部
決
定
）
に
よ
り
、
及
び
東
日
本
大
震
災
復
興
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
等
に
基
づ
き
、

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
に
対
す
る
生
活
支
援
、
同
震
災
か
ら
の
復
旧
及
び
復
興
に
向
け
て
全
力
で
取
り
組
み
、
着
実
に
処

二



理
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
国
民
及
び
諸
外
国
の
認
識
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え

た
い
。

十
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
外
交
案
件
」
に
つ
い
て
は
、
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
か
ら
、
網
羅
的
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、

例
え
ば
、
平
成
二
十
三
年
六
月
十
七
日
の
菅
�
人
内
閣
総
理
大
臣
の
ユ
ド
ヨ
ノ
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
大
統
領
と
の
会
談

に
よ
り
、
我
が
国
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
の
戦
略
的
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
深
化
を
図
り
、
ま
た
、
直
近
で
は
、
同
年
七
月
三

日
か
ら
五
日
ま
で
の
間
の
松
本
剛
明
外
務
大
臣
の
中
国
訪
問
に
よ
り
、
我
が
国
と
中
国
と
の
戦
略
的
互
恵
関
係
の
一
層
の
充

実
を
図
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

十
一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
中
国
政
府
の
認
識
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
が
、

御
指
摘
の
日
中
外
相
会
談
で
は
大
変
有
意
義
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

三


